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住民異動などの届け出ほか 

！！
　就職・進学・転勤などで、住所異動の多い時期

になります。住所などを異動したときは、住民異

動の手続きにあわせて、国民健康保険や年金など

の手続きも必要です。必ず手続きをしてください。

手続きには、本人確認書類（運転免許証・パスポー

ト・保険証など）を持参してください。

問い合わせ先　市民課（▹ 0 8 4 8 ≐ 6 0 4 7 ◃ 0 8 4

　8 ≐ 6 0 6 2 ）、本郷支所住民生活課（▹ 0 8 4 8 ≣   

   1 1 1 4 ）、久井支所住民生活課(▹0847∭71

 1 4 )、大和支所住民生活課（ ▹ 0 8 4 7 ∮ 0 2 2 6 ）

届　け　出　内　容 必　　要　　な　　も　　の 

引っ越しが決まったら、4〜5日前までに水道局に連絡してください。
その際には、次のことを知らせてください。

※インターネットでも申し込みを受け付けています。
問い合わせ先　水道局営業課( ▹ 0 8 4 8 ≍ 2 2 4 3 ◃ 0 8 4 8 ≍ 2 1 3 5
　　http://www.mihara-waterworks.jp/)

届け出に必要なもの　水栓番号、現住所、名前、転居 
　する日、転居先の住所、電話番号　 
※連絡がないと、使用していなくても基本料金がかか 
ります。 
※市内での転居は、引き続き同じ口座での引き落とし 
ができます。希望する人は手続きの際に申し出てくだ 
さい。 
 届け出に必要なもの　新住所、名前、電話番号、使用 
　を開始する日 
 

水栓番号

HP

市外に転出する人 
 

○市内で転居す 
　るとき、市外 
　に転出すると 
　き 

○市外から転入 
　したとき 

市外から転入した人 
　転入した日から14日以内に 
　届け出をしてください 
 

市内で転居した人 
　転居した日から14日以内に 
　届け出をしてください 
 

世帯主の変更 
　変更があった日から14日以 
　内に届け出をしてください 
 

印鑑 
国保被保険者証……………………………国保加入者 
老人医療受給者証(3月まで）………………老人医療の受給者 
後期高齢者医療被保険者証（4月から）…後期高齢者医療の加入者 
介護保険被保険者証………………………65歳以上の人、40歳から64歳までで認定を受けている人 
 印鑑 
転出証明書…………………………………前住所地の市区町村発行のもの 
負担区分等証明書…………………………老人医療の受給者（3月まで） 
　　　  〃　　　  …………………………後期高齢者医療の加入者（4月から） 
介護保険受給資格証明書…………………介護保険の認定を受けている人 
年金証書……………………………………年金を受給している人 
 
印鑑 
国保被保険者証……………………………国保の加入世帯 
老人医療受給者証（3月まで）……………老人医療の受給者 
後期高齢者医療被保険者証（4月から）…後期高齢者医療の加入者 
介護保険被保険者証………………………65歳以上の人、40歳から64歳までで認定を受けている人 
年金証書……………………………………年金を受給している人 
 
印鑑 
国保被保険者証……………………………国保の加入世帯 
 
 

 引っ越しの際には、水道局への届け出が必要です引っ越しの際には、水道局への届け出が必要です引っ越しの際には、水道局への届け出が必要です

住民異動などの届け出は忘れずに住民異動などの届け出は忘れずに
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